
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
登
録
受
付
が
９
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

平
成

１
９
年

１
２
月

、
与

野
党

協
議

の
結

果
、
政

治
資
金
規
正
法
の
改
正
案
が
議
員
立
法
と
し
て

提
案

さ
れ

、
改

正
法

が
成

立
し
ま
し
た
。

改
正

法
の

考
え
方

は
、
国

会
議

員
が

関
係

す
る

政
治

団
体

の
範

囲
を
法

律
上

明
確

に
し
、
こ
の

範
囲
に
該

当
す
る
政

治
団
体

に
対
し
て
、
収
支
報
告

の
適

正
の

確
保

及
び
透

明
性

の
向

上
の

た
め
に

一
定

の
義

務
を
課

す
、
と
い
う
も
の

で
す
。

国
会

議
員

が
関

係
す
る
政

治
団

体
は

「
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
」
と
定

義
さ
れ

、
収

支
報

告
書

等
に
も
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

政
治
資
金
規
正
法
の
改
正

改
正
内
容
な
ど
に
つ
い
て
の
資
料
は
、
総
務
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

総
務

省
の

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

（
ht
tp
:/
/w

w
w
.s
ou

m
u.
go
.jp
/i
nd

ex
.h
tm

l）
か
ら
、

「
な
る
ほ

ど
！

政
治

資
金

」
の

バ
ナ
ー
を
利

用
さ
れ

る
と
便

利
で
す
。

「
な
る
ほ

ど
！

政
治

資
金

」
→
「
改

正
政

治
資

金
規

正
法

の
ポ
イ
ン
ト
」
は

こ
ち
ら
！

「
改

正
政

治
資

金
規

正
法

の
ポ
イ
ン
ト
」

（
ht
tp
:/
/w

w
w
.s
ou

m
u.
go
.jp
/s
en

ky
o/
se
iji
_s
/n
a

ru
ho

do
01

_1
.h
tm

l）

登
録
政
治
資
金
監
査
人
制
度
の
概
要

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
の
方
は
、
政
治
資
金

適
正
化
委
員
会
に
備
え
る
名
簿
へ
の
登
録
を
受
け
て
、
登
録

政
治
資
金
監
査
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

弁
護

士
公

認
会

計
士

税
理

士

①
登

録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿

へ
の

登
録

申
請

書
を

提
出

〔
政

治
資
金
適
正
化

委
員

会
〕

（
総

務
省

に
設

置
）

④
政

治
資
金
監
査
に
関
す
る

研
修

〔
登

録
政
治

資
金

監
査

人
〕

領
収

書
等

収
支

報
告
書

会
計

帳
簿

〔
国

会
議
員

関
係

政
治

団
体

〕

⑤
政

治
資
金

監
査

の
実

施

⑥
政

治
資
金

監
査

報
告

書
の

作
成

③
登

録
政
治
資
金
監
査
人
証
票

の
交

付

②
登

録
政
治
資
金
監
査
人

名
簿

へ
の

登
録

【
登

録
政
治

資
金
監

査
人
に
よ
る
政

治
資
金

監
査
】

国
会

議
員

関
係
政
治

団
体
に
つ
い
て
は
・
・
・

平
成

2
1
年

分
収

支
報

告
書

か
ら
適

用
さ
れ

ま
す
。

（
解
散
団
体
に
つ
い
て
は
平
成
2
1
年
1
月
1
日
か
ら
）

収
支

報
告
書

を
提
出
す

る
と

き
は

、
あ
ら
か

じ
め

、
収

支
報
告
書

、
会

計
帳

簿
、

領
収

書
等
に
つ
い
て
､
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
登

録
政

治
資

金
監

査
人
（

政
治
資

金
適
正

化
委
員

会
の
登

録
を
受

け
た
弁

護
士
、

公
認

会
計

士
、

税
理
士

）
に
よ

る
政
治

資
金
監

査
を
受

け
る
こ

と
が
義

務
付
け

ら
れ

ま
す

。

Ｑ
登

録
政

治
資

金
監

査
人

は
、
政

治
資

金
監

査
で
は

、
ど

の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
の
で
す
か
。

Ａ
登

録
政

治
資

金
監

査
人

に
よ
る
政

治
資

金
監

査
は

、
①

会
計

帳
簿

、
領

収
書

等
が

保
存

さ
れ

て
い
る
こ
と

②
会

計
帳

簿
に
そ
の

年
の

支
出

の
状

況
が

記
載

さ
れ

て
お
り
、
か

つ
、
会

計
責

任
者

が
会

計
帳

簿
を
備

え
て
い
る
こ
と

③
収
支
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿

及
び
領

収
書
等
に
基
づ
い
て
支

出
の

状
況

が
表

示
さ
れ

て
い
る
こ
と

④
領

収
書

等
を
徴

し
難

か
っ
た
支

出
の

明
細

書
等

は
、
会

計
帳

簿
に
基

づ
い
て
記

載
さ
れ

て
い
る
こ
と

の
４
点
に
つ
い
て
、
政

治
資
金

適
正
化

委
員
会

が
定

め
る
具
体

的
な
指

針
に
基

づ
い
て
行

う
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

詳
細

に
つ
い
て
は

、
現

在
、
政

治
資

金
適

正
化

委
員

会
で
検

討
中

で
す
。

〔
平
成
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
〕

政
治

資
金

監
査

の
契

約
依

頼

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査

人
名

簿
へ

の
登

録
を
受

け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ

ん
。

・
政
治
資
金
監
査
報
告
書
へ
の
虚
偽
記
載
又
は
守
秘
義
務
違
反
の
罪

を
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
が
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
年
を
経
過
し
な
い
者

・
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
へ
の
登
録
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
載
せ
ず
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
登
録
を
受
け
た
者
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日

か
ら
３
年

を
経

過
し
な
い
者

・
懲
戒
処
分
に
よ
り
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
の
業
務
を

停
止
さ
れ
た
者
で
、
現
に
そ
の
処
分
を
受
け
て
い
る
者

資料５
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弁
護

士
公

認
会

計
士

税
理

士

〔
登

録
政
治

資
金

監
査

人
〕

登
録

政
治

資
金

監
査

人
の

登
録

手
続

き
の

流
れ

（
イ
メ
ー
ジ
）

申
請

書
様

式
を
入

手

申
請

書
を
作

成
・

提
出

書
類

等
一

式
を
用
意

政
治

資
金
適
正
化

委
員

会
へ

提
出

政
治
資
金
適
正
化

委
員

会
に
お
い
て
内

容
確

認
・
審

査 審
査
Ｏ
Ｋ
！

・
登

録
政

治
資

金
監

査
人

名
簿

に
登
録

・
登

録
政

治
資

金
監

査
人

証
票

を
交

付

登
録
政
治
資
金

監
査

人
証

票
を
受

領

○
総

務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

○
政

治
資

金
適

正
化

委
員

会
等

か
ら
入

手

○
申

請
書

の
記

載
項

目
‥

氏
名

、
生

年
月

日
、
住

所
、
本

籍
、
事

務
所

の
名

称
・
所

在
地

ほ
か

○
提

出
書

類
等

一
式

・
登

録
政

治
資

金
監

査
人

登
録

申
請

書
・
欠

格
事

由
に
該

当
し
な
い
旨

の
宣

誓
書

・
申

請
者

の
写

真
２
葉

（
撮

影
後

３
ヶ
月

以
内

の
も
の

）
・
戸

籍
抄

本
（
申

請
日

前
３
ヶ
月

以
内

に
作

成
さ
れ

た
も
の

）
・
住

民
票

の
写

し
（
申

請
日

前
３
ヶ
月

以
内

に
作

成
さ
れ

た
も
の

）

・
弁

護
士

、
公

認
会

計
士

又
は

税
理

士
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書

面
（
申

請
日

前
３
ヶ
月

以
内

に
作

成
さ
れ

た
も
の

）
・
登

録
免

許
税

１
万

５
千

円
分

の
収

入
印

紙

登
録
政
治
資
金
監

査
人
と
し
て
、
国
会

議
員
関
係
政
治
団

体
の
政
治
資
金
監

査
が
可
能

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４

政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
の
申
込
か
ら
研
修
修
了
証
受
領
ま
で
（
イ
メ
ー
ジ
）

政
治
資
金
規
正
法
第
１
９
条
の

２
７
第

１
項
の

規
定
に
よ
り
、
登

録
政
治

資
金
監

査
人
は

、
政

治
資
金

適
正
化

委
員
会

が
行
う
政
治

資
金
監

査
に
関

す
る
研

修
を
受

け
る
も
の

と
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

登
録

政
治

資
金

監
査

人
は

、
こ
の

研
修

を
修

了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
の

政
治

資
金

監
査

を
行

う
こ
と
が

で
き
ま

す
。 研

修
申

込
書

を
作

成

研
修

の
申
込

（
手

数
料

が
必

要
）

研
修

受
講
票
の
受
領

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

研
修

を
受

講

研
修
修
了
の
旨
を

証
す
る
書
面
受
領

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
５

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４

登
録

手
続

き
・
・

研
修

申
込

手
続

き
・
・

登
録
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
：

〒
10
0‐
89

26
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関

２
－

１
－

２
中

央
合

同
庁

舎
第

２
号

館
９
階

総
務
省

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会

TE
L:
03

‐5
25

3‐
55

98
（
直
通
）

U
RL
:h
tt
p:
//
w
w
w
.s
ou

m
u.
go
.jp

/
m
en

u_
03

/s
hi
ng
i_
ke
nk
yu
/s

ei
ji_
te
ki
se
i/
se
iji
_t
ek
is
ei
.h
t

m
l

※
登
録
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
上

記
U
RL
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。政
治

資
金

規
正

法
第

１
９

条
の

２
４

の
規

定
に

よ
り

、
登

録
政

治
資

金
監

査
人

の
登

録
を

し
た

と
き

は
、

官
報

に
よ

り
、

登
録

年
月

日
、

登
録

番
号

及
び

氏
名

を
公
告
い

た
し
ま

す
。

ま
た

、
総

務
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

、
官

報
へ

掲
載

す
る

事
項

の
ほ

か
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
利

便
に

供
す

る
た

め
、

「
弁

護
士

、
公

認
会

計
士

又
は

税
理

士
で

あ
る

こ
と

の
別

」
、

「
事

務
所

の
名

称
」

、
「

事
務

所
の

所
在

地
」

及
び

「
政

治
資

金
規

正
法

第
１

９
条

の
２

７
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

研
修

の
修

了
の

有
無

」
を

公
告

い
た

し
ま

す
。

こ
の

４
事

項
に

つ
い

て
、

非
公

告
と

し
た

い
方

は
、

「
氏

名
」

及
び

「
総

務
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

非
公

告
と

し
た

い
事

項
」

を
記

入
し

（
様

式
任

意
）

、
登

録
申

請
書

と
と

も
に

政
治

資
金

適
正

化
委

員
会

に
提
出

し
て
く

だ
さ
い

。

な
お

、
登

録
申

請
の

あ
っ

た
住

所
等

に
、

政
治

資
金

適
正

化
委

員
会

か
ら

の
通

知
等

を
送

付
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す
。

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て

※
研

修
の

日
程

等
詳

細
に
つ
い
て
は

、
今

後
、
政

治
資

金
適

正
化

委
員

会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
お
知

ら
せ

い
た
し
ま
す
。
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